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2022 年度　大学院現代マネジメント研究科　年間行事予定表
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沿革・目的
　椙山女学園の創設者椙山正弌は、1962（昭和 37）年、星が丘キャンパスへの大学移転竣工式において、

次のように述べています。「家政学を通して、一面には科学の蘊蓄を究めると同時に、一面には人間

として常識に富み、清く正しく美しい、しかも温かい情操豊かな人格を養って、他日家庭人として、

また社会人としても、幸福な人生を送られることを期待しているものであります。……人多き人の

中にも人はなし、人となれ人、人となせ人というのがありますが、人間完成こそ、これ学園建学の

精神であり、学校教育終局の目的であります。“諸君よ、人間になろう”」

　この「人間になろう」という教育理念に基づき、椙山女学園は 1905（明治 38）年の創設以来、女

性がより高度な教育を受ける機会を開き、積極的に文化の創造と人類福祉に貢献することを目標に

掲げて努力を続けてきました。

　現代マネジメント研究科の基礎となる、2003（平成 15）年に開設した現代マネジメント学部は、地域、

公共機関、企業及び国際社会における諸活動、諸問題等に係る広義のマネジメントに関する社会諸

科学の専門的知識を学際的にかつ総合的に教育研究し、幅広い問題発見・解決能力及び行動力、組

織における指導力並びに国際的視野で問題を把握する能力を兼ね備えた人材を養成してきました。

　現代マネジメント研究科は、現代マネジメント学部を母体として、経営・経済系に特化し、より

高度な教育研究を行うため、経営・経済系に教育研究の対象を絞る（マネジメントに必要な法律・

政治系の科目も一部取り入れている）ことによって、より高度な教育研究を効果的に行うこと、そ

して既存研究の成果に基づく優れた知識やアイディアの積極的かつ複合的な活用を図り、新たに高

度な学術的知見を創造することによって知識基盤社会の形成と支援を担う高度な知識を有した女性

を養成することを目的としています。

概要
社会で求められるイノベーション
　現代のわが国は知識基盤社会といわれており、少子高齢化、グローバル化などといったキーワー

ドで表現され、かつての工業化社会として右肩上がりの経済成長を遂げてきた時代とは大きく異な

り、ポスト工業化社会として将来の予測が困難な時代が到来しています。特にビジネスの分野では、

普及品の生産など新興国と競争することは避け、高付加価値の製品やサービスを創出することで活

路を見出していく傾向が強くなっています。こうした社会を多様に支え、従来とは異なった視点で

新たなビジネスモデルや新機軸を創造するイノベーションがいま求められており、とりわけ、男性

とは異なった視点や細やかな感性を持つ女性に大きな期待が寄せられています。

イノベーションを見つめ直す
　イノベーションとは画期的な新技術やまったく新しい物事の仕組みを創造し、世の中に変革を促

すことを意味します。日本では画期的な技術、それも単にモノづくりにつながる技術と理解されが

Ⅰ　現代マネジメント研究科の沿革・概要
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ちですが、これからの社会で求められるイノベーションはモノなどハード面だけではなく、サービ

スやビジネスの仕組みなどソフト面も重要な要素となってきています。グローバルな市場での競争

の激化や多様な消費者ニーズへの対応など、これまで以上に速いスピードでのイノベーションの実

現が求められている社会において、現代マネジメント研究科は、このソフト面での新しい市場、新

しい供給源、新しい組織の３つの側面からイノベーションに着目しました。

イノベーションマネジメントを考える３つの領域とイノベーションマネジメント能力
　現代マネジメント研究科の研究分野は、個人が属する組織体の経営に関わる問題を研究する『経

営領域』、その組織体の会計・税務に関わる問題を研究する『会計・税務領域』、社会および国全体

に関わる問題を研究する『経済・公共領域』の３領域です。これにより、経営戦略やマーケティン

グなどの経営分野に止まらず、会計・税務やサービスなど幅広い分野を研究対象とすることを可能

にしています。さらにこれら３つの分野それぞれの「マネジメント」に関する研究能力を備えるこ

とで、“イノベーションマネジメント能力”を考察していきます。

イノベーションマネジメント能力を備えて
　現代マネジメント研究科が目指すのは、“イノベーションマネジメント能力”を備えることによ

り、新規ビジネスを創造する企業家の育成や新たなビジネスの課題を解決することができイノベー

ティブなビジネス・モデルの構築をおこなうことができる、国内外の組織のなかで既存の会計や税

の仕組みを革新することができる、新たなビジネス・モデルあるいは新機軸を創造することで活力

のある知識基盤社会の構築をすることができる人材の社会でリーダー層となる女性を育てる育成で

す。閉塞した今日の経済社会の壁を突破し、既存のモノや仕組みに対して高度な知識を統合してまっ

たく新しい価値を生み出すことのできる知的人材を育成します。

特長
経験豊富なゲスト・スピーカーから戦略的に思考する力を学ぶ
　現代マネジメント研究科での研究目的は、今日の世界経済および地域経済の動向に即した新しい

社会問題を研究し、その現象を的確に把握し、幅広い知識を複合的に利用しながらアプローチし、

解決していく方策を学ぶことにあります。現代は、例えば経済の面ではアメリカ・サブプライムロー

ンに端を発した金融危機、グローバリゼーションがもたらした経済格差などの問題があり、また、

少子高齢化も進行しています。こうした社会を見据え、知識のみに偏らず、経験豊富なゲスト・スピー

カーを招いて実務上の知見に接すること、研究対象と自らの研究との双方向性を保持し、戦略的に

思考し意志決定を行う能力を身に付けることが可能です。

働きながら学ぶことができるカリキュラム
　講義は現代マネジメント特別研究を除いて、すべての科目において半期（前期・後期）で開講す

るセメスター制を採用しています。集中的に学修することができ、効果的な研究指導を目指してい

ます。また、社会人学生が働きながら学修・研究することができるように、平日の６限（18：30 ～
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20：00）及び土曜日の１限から４限（9：10 ～ 16：30）の時間帯にも開講する昼夜開講制を採用します。

社会でリーダー層となる女性を育てる
　現代マネジメント研究科では、技術系大学院の研究科ではなく、さらに女子大という特徴をも生

かし、将来の①各種組織体に属し、指導的立場で研究能力を十分に発揮しうる知的リーダー、②国

際的にマネジメント能力を発揮して活躍できるスペシャリストとなる人材、③知識基盤社会及び持

続可能な成熟社会の創造と支援を担う研究者の輩出を目指しています。これらを念頭に、社会にお

ける指導的な立場で活躍する女性を養成していきます。

修了後の進路イメージ
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学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
　現代マネジメント研究科は、社会の諸現象に係る広義のマネジメントに関する高度な専門知識と

研究能力を身につけることにより、現代社会の諸問題を主体的に解決するとともに、新たな価値を

生み出し、持続可能な成熟社会の創造と発展に寄与できる人に修士の学位を授与します。

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）
　現代マネジメント研究科は、経済的に高度に発展し、少子高齢化を伴う成熟した現代社会が抱え

る諸課題に対して、その現象を的確に把握し、解決の方策を体系的かつ専門的な知識を学ぶことに

よって、イノベーションマネジメント能力を涵養します。

　本研究科で対象とする「イノベーション」は、従来よりも広い意味を持ち、３つの研究領域でそ

れぞれの「イノベーションマネジメント」に関する研究能力を備えることを意図しています。授業

科目としては、イノベーションマネジメント能力を涵養するために、個人が属する組織体に係る問

題を扱う「経営領域」、その組織体の会計・税務に係る問題を扱う「会計・税務領域」、社会及び国

全体に係る問題を扱う「経済・公共領域」にそれぞれ関連する科目を配置して指導にあたります。

Ⅱ　現代マネジメント研究科のディプロマ・ポリシー　カリキュラム・ポリシー
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＜研究活動における不正行為とは何か？＞
　「研究活動による不正行為」とは、研究成果の内容に、データや調査結果等の捏造（ねつぞう）、改
ざん及び盗用を行うことです。以下の不正行為は、授業等で課題として提出するレポートにも該当し、
適用されます。
①捏造

　存在しないデータ、研究結果等を作成することです。実際に行っていない実験の結果や原資料収
集処理の結果等をでっち上げることを言います。

②改ざん
　研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正
でないものに加工すること。研究活動成果のつじつま合わせをすることを言います。

③盗用
　他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解
又は適切な表示なく流用すること。他の研究者の文章や図版を引用する際に、引用元（出典元）を
明記せず、自分の考えとして作成（発表）することを言います。「コピペ」もこれに当たります。

④二重投稿
　他の学術誌等に既発表（学会の口頭発表は含まれません。）又は投稿中の論文と本質的に同じ論
文を投稿すること。

⑤不適切なオーサーシップ
　論文著作者が適正に公表されないこと。論文の作成に関わった著作者、共著者、実験やデータの
分析に関わった人は、すべて掲載することが求められています。これらの人々が掲載されないことを
指しています。

研究倫理教育の必要性
　昨今、研究論文のデータ捏造などの研究活動上の不正行為が大きな社会問題となっています。
大学生・大学院生の皆さんは、「コピペ」という言葉を耳にしたことがあると思いますが、これも研
究活動上の他人の文章の盗用にあたり、社会問題の一つとして厳しい処分を受けることになります。
　私たちの社会は、研究活動を通じて身の回りにある事象を正しく見て、正しく考え、正しく対処
することの繰り返しによって成り立ち、今日の科学技術の発展に繋がっています。もし、不正行為
がまかり通ってしまえば、間違った情報による結果を利用することになり、私たち自身が大きな被
害を受けることにもなります。
　こうした社会的信頼を失わないためにも、基本となる研究活動の取り組み方を考える必要があり
ます。
　椙山女学園大学では、研究倫理教育という考えのもと、正しい研究活動への取り組みが行われ
るよう支援を行っています。

Ⅲ　研　究　倫　理

「研究倫理」：レポート・口頭発表資料・卒業論文・修士論文等の作成に当たっての注意
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＜研究活動の基本事項＞
　レポート・口頭発表資料・卒業論文・修士論文等の作成に当たり、調査や研究に取り組むことになり
ますが、その中に、意図的でないにしろ、不正行為となってしまう例が多 あ々りますので、以下のことを
踏まえて、研究活動を進めていきましょう。
①研究を行うに当たっての責任

　研究を行うに当たっては、関係法令や本学の諸規程を遵守するとともに、社会からの信頼と負託
の上に成り立っていることを自覚し、良心と信念に従い誠実に行わなければなりません。

②情報・データの収集及び管理
　研究に関する情報やデータは、科学的かつ一般的に妥当と考えられる方法、手段により、収集、
保管を行わなければなりません。

③インフォームド・コンセント
　人の行動、思想信条、環境、心身等に関する個人情報、データ等の提供を受けて研究を行う場合は、
提供者（被験者）に対し、事前に研究の目的、収集方法等について分かりやすく説明し、書面等に
より提供者の同意を得る必要があります。

④個人情報の保護
　個人情報の取扱いについては、関係法令や本学の諸規程を遵守し、利用目的の明確化、内容の
正確性の確保等の適正な取扱いに努めるとともに、資料、情報、データ等の管理に万全を期し、他
に漏らしてはなりません。

⑤研究機器、薬品等の安全管理
　研究実験で研究装置・機器、薬品及び材料等を使用する場合は、関係法令や本学の諸規程を遵
守し、その安全管理に努めるとともに、責任をもって処理しなければなりません。

⑥研究成果の公表等
　研究の遂行及び成果の発表では、他者の知的財産の侵害、捏造、改ざん、盗用、不適切なオーサー
シップ等の不正な行為を行ってはなりません。

⑦差別、ハラスメントの排除
　研究活動のすべてにおいては、個人の人格及び自由を尊重し、属性、思想、信条等による差別、
ハラスメント行為を行ってはなりません。

以上
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（１）窓口取扱時間
　本研究科の事務取扱時間は、下記のとおりです。夏 ･ 冬 ･ 春季休業期間など、取扱時間を変更す
る場合は、別途連絡します。

キャンパス 取扱時間

星が丘キャンパス
平　日　9：00 ～ 18：00
土曜日　9：00 ～ 13：00

サテライトキャンパス事務室
（現代マネジメント学部棟 104 室） 平　日　18：00 ～ 20：00

（２）掲示・連絡
　学生への伝達、連絡事項は、すべて S＊map 又は掲示で行います。呼び出し等があれば、早急に
関係部署と連絡をとらなくてはなりません。
※ S＊map（エス・マップ）について

　椙山女学園大学での学生生活に関して、みなさんの知りたい情報や履修登録他、各種登録・連
絡については Web（インターネット）を通じて行います。学内のみならず学外からの利用も可能
です。
　お知らせや休講連絡・教職員からの呼び出し、授業予定など毎日必ずチェックするようにして
ください。携帯電話等に情報を転送することもできます。
　　URL　https://portal.sugiyama-u.ac.jp/s_map/

※緊急の連絡事項が生じた場合以外、電話による問い合わせ（行事予定、休講、成績等）には、対
応することができません。

（３）学籍の異動
　休学・退学または復学を希望する場合は、事前に指導教員に相談してください。指導教員との面
談の後、教務課より各諸願（届）用紙を受け取ってください。休学および復学する場合は、履修登
録のスケジュール等について事前に教務課に確認してください。

学籍異動の種類 間期続手法方の続手

休　学

病気、その他やむを得ない事由により修学を一時的に中止
しようとする場合は、「休学願」を提出してください。
病気のときは「休学願」に医師の診断書を添付してください。
休学期間中の授業料等は徴収しません。ただし、在籍料と
して年間100,000円（半期50,000円）を、半期ごとに徴収し
ます。

各学期の始まる２ヶ月前
まで

前期：前年度１月末まで
後期：７月末まで

復　学 休学の事由が解消して修学に復する場合は、「復学願」を
提出してください。

退　学
退学を願い出る場合は、「退学願」を提出してください。
 「退学願」提出の際、学生証は学生課に返納しなければな
りません。

※休学、復学、退学が許可された者には通知書を交付します。

Ⅳ　履 修 要 項
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（４）各種証明書の取扱い
　主な証明書は以下のとおりです。

考備口窓扱取料数手類種の書明証

在学証明書 ２００円

教務課
証明書自動発行機で即日発行修了見込証明書 ２００円

成績証明書〔和文〕 ２００円

成績証明書〔英文〕 ２００円 証明書自動発行機にて予約票を発行。
発行は申込日より一週間後となります。

健康診断証明書 ２００円 医務室
証明書自動発行機で即日発行。
発行機から出力されない場合は医務室へ申し出てくだ
さい。

学割証 無料

学生課

証明書自動発行機で即日発行。
一人あたり年間20枚まで発行可能。

学生証再発行 １，０００円
証明書自動発行機で申込書を出力し、必要事項を記入
の上、学生課へ提出。
発行は申込日より２日以降となります。

※証明書自動発行機は星が丘キャンパス学園センター２階学生サービスフロア内にあります。

（５）授業時間
　学期は前期、後期の２期とします。各週は月曜日より土曜日までを授業日とし、授業時間は次の

とおりです。
時　限 授業時間

第 １ 時 限  9：10 ～ 10：40
第 ２ 時 限 10：50 ～ 12：20
第 ３ 時 限 13：20 ～ 14：50
第 ４ 時 限 15：00 ～ 16：30
第 ５ 時 限 16：40 ～ 18：10
第 ６ 時 限 18：30 ～ 20：00

（６）授業の出欠席
　授業は原則としてすべて出席が求められます。欠席が授業回数の３分の１を超えるときは、その

授業科目の単位が与えられないことがあります。

　また、本学では「公欠制度」はありません。欠席の扱いは、各教科の担当教員に一任されているので、

欠席理由のある場合は、直接担当教員に申し出てください。ただし、数週間にわたる入院など教員

と連絡を取ることが不可能な場合、教務課がこれに代わることがあるため、早期の連絡を心がける

ようにしてください。

（７）休講
　学内行事や教員の公務等により授業が休講となる場合には、担当教員からの連絡があり次第、通

知します。休講通知がなく、始業時間より 30 分以上経過しても担当教員の教室への出講がない場合

には、教務課の指示にしたがってください。

　また、災害などの緊急時における授業の実施については原則として【休講措置】に従います。
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（８）災害時等における授業及び試験等の対応
　　【休講措置】

台　　風

愛知県尾張東部地域また
は、同地域内のいずれか
の市町村において暴風警
報が発令された場合

午前７時前（７時を含まない）に解除された場合 通常どおり

午前７時現在で発令されている場合 １・２限休講

午前11時現在で発令されている場合 すべて休講

在校中、上記地域に暴風
警報が発令された場合 授業や試験または大学行事は、大学の指示により、休講または中止となります。

■注意事項
１． 暴風警報が通学範囲内に発令されている場合、学生は登校を控えてください。
２．  暴風警報以外の警報発令時において交通機関が運休した場合、または身体の危険を感じた場合も、

学生は無理な登校をしないでください。
３． 以上の場合には後日、遅滞なく担当教員に申し出てください。

●尾張東部地域：名古屋市、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町
※授業や試験または大学行事中に休講または中止となった場合は、各授業担当者または大学行事の担当
　教員に出席を報告した後に帰宅してください。

地　震

南海トラフ地震に関連する
情報（臨時）が発表された
場合

在校中の場合
授業や試験又は大学行事は直ちに
打ち切られます。
避難については教職員の指示に
従ってください。 授業再開など、その後の

対応はホームページ、
S*map のジャーナル、
災害伝言ダイヤルなど
で案内します。在校中で

ない場合

授業や試験又は大学行事を中止あ
るいは延期します。
登下校中の場合は直ちに帰宅して
ください。ただし、状況に応じて
大学又は最寄りの避難場所に避難
してください。

※授業や試験または大学行事中に休講または中止となった場合は、各授業担当者または大学行事の担当教
員に出席を報告した後に帰宅してください。

交通機関のストライキ

名鉄（電車・バス）、名古
屋市営交通（地下鉄・バ
ス）のいずれかが、スト
ライキを実施した場合

午前７時前（７時を含まない）に解除された場合 通常どおり

午前７時現在でストライキが継続している場合 １・２限休講

午前11時現在でストライキが継続している場合 すべて休講

（９）課程修了の要件
〔１〕大学院修士課程の標準修業年限は２年です。２年間で所定の単位を修得できない場合は在学期間を

延長することができますが、通算して４年を超えることはできません。

交通機関の運休等の場合

何らかの事情により交通
機関が運休となる場合

授業や試験または大学行事は、大学の指示により、休講または中止と
する場合があります。
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〔２〕標準修業年限２年を計画的に３年かけて修了する長期履修学生は３年間で所定の単位を修得します。
〔３〕現代マネジメント研究科に２年以上在学し、授業科目について所定の単位を修得し、かつ修士

論文の審査及び最終の試験に合格したものに、修士（マネジメント）の学位を授与します。
〔４〕研究科の授業科目についての所定の単位数は次のとおりです。

１．修了要件は、計 30 単位とする。

２．研究指導教員の現代マネジメント特別演習Ⅰ（１単位）、現代マネジメント特別演習Ⅱ

（１単位）及び現代マネジメント特別研究（４単位）を必修（計６単位）とする。

３．選択必修科目のうち４単位以上選択履修することとする。

４．選択科目の３つの領域のうち、修士論文と最も関係の深い領域から 10 単位以上を選択履修

することとする。

５．現代マネジメント特別研究における研究成果については、「修士論文」を提出し、口頭試問

に合格することとする。

（10）授業科目の履修と研究指導の方法、履修の上限について
　研究科の教育は授業科目の授業と学位論文の作成等に対する指導によって行います。この指導に
当たる教員を指導教員とします。
　それぞれの指導教員に相談して当該年度に履修する授業科目を決定し、所定の期間にパソコンを
利用して、S＊map 上で履修登録を行います。S＊map 履修登録の操作方法については、別冊の操作
マニュアルを参照してください。
※履修条件について
　　科目名称に「Ⅰ」、「Ⅱ」を含む科目は、ローマ字数字の順序どおりに単位修得してください。

（11）授業科目の履修登録時期について
　修士課程の履修登録は年２回、前期と後期に行うことができます。
①前期
　年間（前期・後期）の履修計画を立て、後期科目についても履修登録してください。
②後期
　所定の期間に４月に行った仮登録状況を確認し、変わる点があれば変更してください。
　なお、９月入学者については履修計画を立て、履修登録してください。

（12）授業科目の履修登録に関する注意事項
①受講及び単位の修得を希望する授業科目については必ず履修登録を行ってください。この登録を

怠ると授業科目の履修はできず、単位は認定されません。
②履修計画を立てるにあたっては、本冊子を参考にし、それぞれの主指導教員に指導を受けてくだ

さい。
③一度履修登録が確定した科目は、変更したり、追加・削除することができません。
④一度単位を修得した科目について、再び履修登録をすることはできません。
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（13）研究指導スケジュール及び履修モデル
　本研究科での年間のスケジュールと履修モデルについてお知らせします。大切なことは、何をど

のように学びたいかという問題意識であり、どの科目を何単位受講するかではありません。年間の

スケジュールを確認し無理のない履修計画を立てるようにしてください。履修登録時には研究指導

教員と科目履修の相談をして履修登録を行ってください。

　履修モデルは本研究科で学ぶにあたり、５つのモデルを作成し、そのモデル毎の履修科目につい

て掲載したものになります。モデルとしての履修科目であり、必ずしもこの履修科目が必要ではあ

りませんが、履修計画を立てる際の参考としてください。

研究指導年間スケジュール表

月 1 年次 2 年次
４ 【新入生オリエンテーション】

・カリキュラム等の説明
・研究計画の立て方の説明
・研究指導教員による科目履修相談

【履修登録】
・研究指導教員と科目履修の相談

【2 年間の研究計画概要書の提出】
・研究指導教員と相談し、修士論文のテーマ・構想を仮に

立てる。
【1 年生の研究計画書の提出】
・研究指導教員と相談
・現代マネジメント特別演習Ⅰとのリンク

【履修登録】
・研究指導教員と科目履修の相談

５ 現代マネジメント特別演習Ⅰで参考文献・データの収集の
仕方と文献の読み込み方を徹底指導する。

現代マネジメント特別研究で修士論文の作成指導
【2 年生の研究計画書の提出】
・研究指導教員と相談
・修士論文のテーマ・構想
・現代マネジメント特別研究とのリンク

６ 【修士論文のテーマ・構想の再検討】 現代マネジメント特別研究で修士論文の作成指導
７ 【修士論文構想の合同発表会①】

・仮段階の修士論文の構想を 1 年生全員で発表する。相互
　に研究の構想と進捗状況を知り、他の研究指導教員から

のアドバイスを受けることによって、自分の修士論文の
構想をブラッシュ・アップする。

現代マネジメント特別研究で修士論文の作成指導
【修士論文中間合同発表会】（下旬）
・修士論文の中間発表を 2 年生全員で行う。相互に修士論

文の進捗状況を知り、他の研究指導教員からもアドバイ
スを受けることによって、自分の修士論文をブラッシュ・
アップする。

８ 【研究合宿・現地調査等】
・夏期休暇中に必要に応じて研究指導教員の指導の下で行う。

【研究合宿・現地調査等】
・夏期休暇中に必要に応じて研究指導教員の指導の下で行う。

９ 同上 同上
10 【修士論文のテーマ・構想を固めていく】

・現代マネジメント特別演習Ⅱで修士論文作成の基礎力を
学修する。

11
12 【修士論文構想の合同発表会②】

・ある程度固まった修士論文の構想を 1 年生全員で発表す
る。相互に研究の構想と進捗状況を知り、他の研究指導
教員からのアドバイスを受けることによって、自分の修
士論文の構想を確定していく。

【研究発表会】( 中旬 )
・優秀論文には、口頭試問後に「研究科長賞」を授与する。

１ 【修士論文テーマ・構想の確定】
・春期休暇中の研究について研究指導教員と相談

【修士論文提出】( 上旬 )

２ 【修士論文口頭試問】( 上旬 )
・審査員 3 名、他の院生・教員の傍聴可

３ 【学位授与式】



－ 12 － － 13 －

研究指導年間スケジュール表（長期履修学生用）

月 1 年生（1 年目） 2 年生 -1（2 年目） 2 年生 -2（3 年目）
４ 【新入生オリエンテーション】

・カリキュラム等の説明
・研究計画の立て方の説明
・研究指導教員による科目履修相談

【履修登録】
・研究指導教員と科目履修の相談

【3 年間の研究計画概要書の提出】
・研究指導教員と相談し、修士論文の

テーマ・構想を仮に立てる。
【1 年生の研究計画書の提出】
・研究指導教員と相談
・現代マネジメント特別演習Ⅰとのリ

ンク

【履修登録】
・研究指導教員と科目履修の相談

【履修登録】
・研究指導教員と科目履修の相談

５ 現代マネジメント特別演習Ⅰで参考文
献・データの収集の仕方と文献の読み
込み方を徹底指導する。

【2 年生 -1 の研究計画書の提出】
・研究指導教員と相談

現代マネジメント特別研究で修士論文
の作成指導

【2 年生 -2 の研究計画書の提出】
・研究指導教員と相談
・修士論文のテーマ・構想
・現代マネジメント特別研究とのリンク

６ 【修士論文のテーマ・構想の再検討】 【修士論文のテーマ・構想を固めていく】現代マネジメント特別研究で修士論文
の作成指導

７ 【修士論文構想の合同発表会①】
・仮段階の修士論文の構想を 1 年生全

員で発表する。相互に研究の構想と
進捗状況を知り、他の研究指導教員
からのアドバイスを受けることに
よって、自分の修士論文の構想をブ
ラッシュ・アップする。

【修士論文構想の合同発表会③】
・ある程度固まった修士論文の構想を

1 年生と合同で発表する。相互に研
究の構想と進捗状況を知り、他の研
究指導教員からのアドバイスを受け
ることによって、自分の修士論文の
構想をブラッシュ・アップする。

現代マネジメント特別研究で修士論文
の作成指導

【修士論文中間合同発表会】( 下旬 )
・修士論文の中間発表を 2 年生全員で

行う。相互に修士論文の進捗状況を
知り、他の研究指導教員からもアドバ
イスを受けることによって、自分の修
士論文をブラッシュ・アップする。

８ 【研究合宿・現地調査等】
・夏期休暇中に必要に応じて研究指導

教員の指導の下で行う。

【研究合宿・現地調査等】
・夏期休暇中に必要に応じて研究指導

教員の指導の下で行う。

【研究合宿・現地調査等】
・夏期休暇中に必要に応じて研究指導

教員の指導の下で行う。
９ 同上 同上

【修士論文テーマ・構想の確定】
・研究指導教員と相談

同上

10 ・現代マネジメント特別演習Ⅱで修士
論文作成の基礎力を学修する。

11
12 【修士論文構想の合同発表会②】

・仮段階の修士論文の構想を 1 年生全
員で発表する。相互に研究の構想と
進捗状況を知り、他の研究指導教員
からのアドバイスを受けることに
よって、自分の修士論文の構想をブ
ラッシュ・アップする。

【修士論文構想の合同発表会④】
・ある程度固まった修士論文の構想を

1 年生と合同で発表する。相互に研
究の構想と進捗状況を知り、他の研
究指導教員からのアドバイスを受け
ることによって、自分の修士論文の
構想を確定していく。

【研究発表会】( 中旬 )
・優秀論文には、口頭試問後に「研究

科長賞」を授与する。

１ ・春期休暇中の研究について研究指導
教員と相談

【修士論文提出】( 下旬 )

２ 【修士論文口頭試問】( 上旬 )
・審査員 3 名、他の院生・教員の傍聴可

３ 【学位授与式】
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履 修 モ デ ル

①経営分野においてより高度で専門的な研究活動に向かう者
1 年生 2 年生 単

位
数前期 後期 前期 後期

必修科目 現代マネジメント特別演習Ⅰ 現代マネジメント特別演習Ⅱ 現代マネジメント特別研究 6

選択必修科目 イノベーション・マネジ
メント特論（経営）

イノベーション・マネジ
メント特論（経済） 4

選
択
科
目

経営領域
経営管理特論Ⅰ
経営戦略特論Ⅰ
マーケティング特論Ⅰ

経営管理特論Ⅱ
経営戦略特論Ⅱ
マーケティング特論Ⅱ

国際経営特論Ⅰ 国際経営特論Ⅱ
16

会計・税務領域 管理会計特論Ⅰ 管理会計特論Ⅱ 4

経済・公共領域 労働経済特論Ⅰ 労働経済特論Ⅱ 4

単位数 20 14 34

②－Ⅰ市場調査・コンサルティングファームのリサーチャー
1 年生 2 年生 単

位
数前期 後期 前期 後期

必修科目 現代マネジメント特別演習Ⅰ 現代マネジメント特別演習Ⅱ 現代マネジメント特別研究 6

選択必修科目 イノベーション・マネジ
メント特論（経営） 2

選
択
科
目

経営領域
経営管理特論Ⅰ
マーケティング特論Ⅰ
生活経営特論Ⅰ

経営管理特論Ⅱ
マーケティング特論Ⅱ
生活経営特論Ⅱ

アントレプレナーシップ
特論 14

会計・税務領域 管理会計特論Ⅰ 管理会計特論Ⅱ 4

経済・公共領域 金融特論Ⅰ 金融特論Ⅱ 都市経済特論Ⅰ 都市経済特論Ⅱ 8

単位数 20 14 34

②－Ⅱ行政機関・NPO のミドルマネージャー
1 年生 2 年生 単

位
数前期 後期 前期 後期

必修科目 現代マネジメント特別演習Ⅰ 現代マネジメント特別演習Ⅱ 現代マネジメント特別研究 6

選択必修科目 イノベーション・マネジ
メント特論（経営）

イノベーション・マネジ
メント特論（経済） 4

選
択
科
目

経営領域 経営管理特論Ⅰ
生活経営特論Ⅰ

経営管理特論Ⅱ
生活経営特論Ⅱ 8

会計・税務領域 税務会計特論Ⅰ 税務会計特論Ⅱ 4

経済・公共領域 労働経済特論Ⅰ
公共政策特論Ⅰ

労働経済特論Ⅱ
公共政策特論Ⅱ

都市経済特論Ⅰ 都市経済特論Ⅱ 12

単位数 22 12 34
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②－Ⅲ企業会計と税務の専門家等
1 年生 2 年生 単

位
数前期 後期 前期 後期

必修科目 現代マネジメント特別演習Ⅰ 現代マネジメント特別演習Ⅱ 現代マネジメント特別研究 6

選択必修科目 イノベーション・マネジ
メント特論（経営）

イノベーション・マネジ
メント特論（会計） 4

選
択
科
目

経営領域 経営管理特論Ⅰ 経営管理特論Ⅱ 4

会計・税務領域
会計学特論Ⅰ
税務会計特論Ⅰ
租税法特論Ⅰ

会計学特論Ⅱ
税務会計特論Ⅱ
租税法特論Ⅱ

監査特論Ⅰ
管理会計特論Ⅰ

監査特論Ⅱ
管理会計特論Ⅱ 20

経済・公共領域 0

単位数 22 12 34

③国際的に活躍するスペシャリストを目指す者
1 年生 2 年生 単

位
数前期 後期 前期 後期

必修科目 現代マネジメント特別演習Ⅰ 現代マネジメント特別演習Ⅱ 現代マネジメント特別研究 6

選択必修科目 イノベーション・マネジ
メント特論（経営）

外国語文献研究 B 外国語文献研究 A 6

選
択
科
目

経営領域 経営管理特論Ⅰ
国際経営特論Ⅰ

経営管理特論Ⅱ
国際経営特論Ⅱ

経営戦略特論Ⅰ 経営戦略特論Ⅱ 12

会計・税務領域 会計学特論Ⅰ 会計学特論Ⅱ 4

経済・公共領域 国際経済特論Ⅰ 国際経済特論Ⅱ 経済法特論Ⅰ 経済法特論Ⅱ 8

単位数 20 16 36
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履 修 モ デ ル （長期履修学生用）

①経営分野においてより高度で専門的な研究活動に向かう者
1 年生（1 年目） 2 年生－1（2 年目） 2 年生－2（3 年目） 単

位
数前期 後期 前期 後期 前期 後期

必修科目 現代マネジメント
特別演習Ⅰ

現代マネジメント
特別演習Ⅱ 現代マネジメント特別研究 6

選択必修科目 イノベーション・マネ
ジメント特論（経営）

イノベーション・マネ
ジメント特論（経済） 4

選
択
科
目

経営領域 経営管理特論Ⅰ
国際経営特論Ⅰ

経営管理特論Ⅱ
国際経営特論Ⅱ

経営戦略特論Ⅰ
マーケティング特論Ⅰ

経営戦略特論Ⅱ
マーケティング特論Ⅱ 16

会計・税務
領域

管理会計特論Ⅰ 管理会計特論Ⅱ 4

経済・公共
領域

労働経済特論Ⅰ 労働経済特論Ⅱ 4

単位数 12 14 8 34

②－Ⅰ市場調査・コンサルティングファームのリサーチャー
1 年生（1 年目） 2 年生－1（2 年目） 2 年生－2（3 年目） 単

位
数前期 後期 前期 後期 前期 後期

必修科目 現代マネジメント
特別演習Ⅰ

現代マネジメント
特別演習Ⅱ 現代マネジメント特別研究 6

選択必修科目 イノベーション・マネ
ジメント特論（経営） 2

選
択
科
目

経営領域 マーケティング特論Ⅰ
生活経営特論Ⅰ

マーケティング特論Ⅱ
生活経営特論Ⅱ

経営戦略特論Ⅰ 経営戦略特論Ⅱ
アントレプレナーシップ特論 14

会計・税務
領域

管理会計特論Ⅰ 管理会計特論Ⅱ 4

経済・公共
領域

金融特論Ⅰ 金融特論Ⅱ 都市経済特論Ⅰ 都市経済特論Ⅱ 8

単位数 12 10 12 34

②－Ⅱ行政機関・NPO のミドルマネージャー
1 年生（1 年目） 2 年生－1（2 年目） 2 年生－2（3 年目） 単

位
数前期 後期 前期 後期 前期 後期

必修科目 現代マネジメント
特別演習Ⅰ

現代マネジメント
特別演習Ⅱ 現代マネジメント特別研究 6

選択必修科目 イノベーション・マネ
ジメント特論（経営）

イノベーション・マネ
ジメント特論（経済） 4

選
択
科
目

経営領域 経営管理特論Ⅰ 生活経営特論Ⅰ 経営管理特論Ⅱ
生活経営特論Ⅱ 8

会計・税務
領域

税務会計特論Ⅰ 税務会計特論Ⅱ 4

経済・公共
領域

労働経済特論Ⅰ
公共政策特論Ⅰ

労働経済特論Ⅱ
公共政策特論Ⅱ

都市経済特論Ⅰ 都市経済特論Ⅱ 12

単位数 14 12 8 34
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②－Ⅲ企業会計と税務の専門家等
1 年生（1 年目） 2 年生－1（2 年目） 2 年生－2（3 年目） 単

位
数前期 後期 前期 後期 前期 後期

必修科目 現代マネジメント
特別演習Ⅰ

現代マネジメント
特別演習Ⅱ 現代マネジメント特別研究 6

選択必修科目 イノベーション・マネ
ジメント特論（会計）

イノベーション・マネ
ジメント特論（経営） 4

選
択
科
目

経営領域 経営管理特論Ⅰ 経営管理特論Ⅱ 4

会計・税務
領域

会計学特論Ⅰ
税務会計特論Ⅰ

会計学特論Ⅱ
税務会計特論Ⅱ

監査特論Ⅰ
租税法特論Ⅰ

監査特論Ⅱ
租税法特論Ⅱ

管理会計特論Ⅰ 管理会計特論Ⅱ 20

経済・公共
領域 0

単位数 14 12 8 34

③国際的に活躍するスペシャリストを目指す者
1 年生（1 年目） 2 年生－1（2 年目） 2 年生－2（3 年目） 単

位
数前期 後期 前期 後期 前期 後期

必修科目 現代マネジメント
特別演習Ⅰ

現代マネジメント
特別演習Ⅱ 現代マネジメント特別研究 6

選択必修科目 外国語文献研究 A 外国語文献研究 B イノベーション・マネ
ジメント特論（経営） 6

選
択
科
目

経営領域 国際経営特論Ⅰ 国際経営特論Ⅱ 経営管理特論Ⅰ 経営管理特論Ⅱ 経営戦略特論Ⅰ 経営戦略特論Ⅱ 12

会計・税務
領域

会計学特論Ⅰ 会計学特論Ⅱ 4

経済・公共
領域

国際経済特論Ⅰ 国際経済特論Ⅱ 経済法特論Ⅰ 経済法特論Ⅱ 8

単位数 12 12 12 36
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（14）授業科目、単位数及び担当教員
（現代マネジメント研究科現代マネジメント専攻）

科
目
区
分

授業科目の名称
配
当
年
次

期

単位数

担当教員必
　
修

選
　
択

自
　
由

必
修
科
目

現代マネジメント特別演習Ⅰ 1 前期 1

教授　東　珠実、教授　植林　茂、教授　大串葉子、
教授　黒田達朗、教授　柴　由花、教授　椙山泰生、
教授　都築治彦、教授　⻆田隆太郎、准教授　砂口文兵、
准教授　野崎祐子、准教授　苗　馨允、准教授　水野英雄、
准教授　山本将成

現代マネジメント特別演習Ⅱ 1 後期 1

教授　東　珠実、教授　植林　茂、教授　大串葉子、
教授　黒田達朗、教授　柴　由花、教授　椙山泰生、
教授　都築治彦、教授　⻆田隆太郎、准教授　砂口文兵、
准教授　野崎祐子、准教授　苗　馨允、准教授　水野英雄、
准教授　山本将成

現代マネジメント特別研究 2 通年 4
教授　東　珠実、教授　植林　茂、教授　大串葉子、
教授　黒田達朗、教授　柴　由花、教授　都築治彦、
教授　⻆田隆太郎、准教授　野崎祐子、准教授　水野英雄

選
択
必
修
科
目

イノベーションマネジメント特論（経営） 1 前期 2 教授　佐々木圭吾
イノベーションマネジメント特論（会計） 1 後期 2 教授　大串葉子
イノベーションマネジメント特論（経済） 1 前期 2 准教授　水野英雄
外国語文献研究 A 1 前期 2 2022 年度非開講
外国語文献研究 B 1 後期 2 2022 年度非開講

選
　
　
　
択
　
　
　
科
　
　
　
目

経
営
領
域

経営管理特論Ⅰ 1 前期 2 准教授　砂口文兵
経営管理特論Ⅱ 1 後期 2 准教授　砂口文兵
経営戦略特論Ⅰ 1 前期 2 准教授　石井圭介
経営戦略特論Ⅱ 1 後期 2 准教授　石井圭介
国際経営特論Ⅰ 1 前期 2 教授　椙山泰生
国際経営特論Ⅱ 1 後期 2 教授　椙山泰生
アントレプレナーシップ特論 1 後期 2 教授　佐々木圭吾
マーケティング特論Ⅰ 1 前期 2 教授　⻆田隆太郎
マーケティング特論Ⅱ 1 後期 2 教授　⻆田隆太郎
生活経営特論Ⅰ 1 前期 2 教授　東　珠実
生活経営特論Ⅱ 1 後期 2 教授　東　珠実

会
計
・
税
務
領
域

会計学特論Ⅰ 1 前期 2 准教授　苗　馨允
会計学特論Ⅱ 1 後期 2 准教授　苗　馨允
管理会計特論Ⅰ 1 前期 2 教授　大串葉子
管理会計特論Ⅱ 1 後期 2 教授　大串葉子
監査特論Ⅰ 1 前期 2 非常勤講師　高橋二朗
監査特論Ⅱ 1 後期 2 非常勤講師　高橋二朗
税務会計特論Ⅰ 1 前期 2 2022 年度非開講
税務会計特論Ⅱ 1 後期 2 2022 年度非開講
租税法特論Ⅰ 1 前期 2 教授　柴　由花
租税法特論Ⅱ 1 後期 2 教授　柴　由花

経
済
・
公
共
領
域

労働経済特論Ⅰ 1 前期 2 准教授　野崎祐子
労働経済特論Ⅱ 1 後期 2 准教授　野崎祐子
国際経済特論Ⅰ 1 前期 2 准教授　水野英雄
国際経済特論Ⅱ 1 後期 2 准教授　水野英雄
都市経済特論Ⅰ 1 前期 2 教授　黒田達朗
都市経済特論Ⅱ 1 後期 2 教授　黒田達朗
金融特論Ⅰ 1 前期 2 教授　植林　茂
金融特論Ⅱ 1 後期 2 教授　植林　茂
公共政策特論Ⅰ 1 前期 2 教授　都築治彦
公共政策特論Ⅱ 1 後期 2 教授　都築治彦
経済法特論Ⅰ 1 前期 2 准教授　山本将成
経済法特論Ⅱ 1 後期 2 准教授　山本将成
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　修了要件及び履修方法

１．修了要件は、計 30 単位とする。
２．研究指導教員の現代マネジメント特別演習Ⅰ（１単位）、現代マネジメント特別演習Ⅱ（１単位）及び現

代マネジメント特別研究（４単位）を必修（計６単位）とする。
３．選択必修科目のうち４単位以上選択履修することとする。
４．選択科目の３つの領域のうち、修士論文と最も関係の深い領域から 10 単位以上を選択履修することとする。
５．現代マネジメント特別研究における研究成果については、「修士論文」を提出し口頭試問に合格すること

とする。

（15）修士学位論文審査基準
　〈現代マネジメント研究科　修士学位論文審査基準〉
　現代マネジメント研究科は、専攻領域の研究の遂行に必要な知識、理解力、問題解決能力等を修
得し、かつ、高度な専門性と研究能力を有していると認められるものに修士学位を授与する。修士
の学位を受けるものについては、次の点を考慮して評価を行う。
　（1）問題意識が明確で、研究の課題設定が適切であること。
　（2）先行研究の整理が十分かつ適切に検討されていること。
　（3）論文の構成に整合性があり、分析の内容や展開に説得力があること。
　（4）論文の内容にオリジナリティがあること。
　（5）引用等が適切になされていること。
　（6）研究課題を十分に解明していること。

※研究活動の遂行に当たっては、「椙山女学園大学研究データの保存等に関するガイドライン」（P.24）
等を参照のうえ、研究倫理に留意すること。なお、ガイドラインにおいて、「研究者」とは、本学
の施設や設備を利用して研究に携わる者をいう。

（16）修士論文の提出について
〔1〕提出書類

修士論文を提出し、論文審査を受けることを希望する場合は、次の手続きを行うこと。
〈審査前提出物〉　「修士論文提出に関する届」：論文タイトル（P.21 参照）
〈提出期限〉　11 月中旬頃
〈提出先〉　　学園センター 2 階　教務課

〈審査時提出物〉　①「学位論文審査願」（P.57 参照）
教務課より S*map のキャビネットに様式を公開するので記入・押印すること。

②「修士論文」（3 部）
未製本の状態でファイルに綴じて提出すること。

③「修士論文要旨」（3 部）（P.23 参照）
別途 S*map からデータも提出すること。

〈提出期限〉　1 月中旬頃
〈提出先〉　　学園センター 2 階　教務課
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〔2〕修士論文の書式設定
①表紙（P.22 も参照）
・記載内容：題目（主題・副題）、大学名、研究科名、専攻名、領域名、学籍番号、氏名
・余白：上 50mm　下 40mm　左 40mm　右 20mm
・フォント：主題 18 ポイント、副題 16 ポイント、大学名等 14 ポイント、学籍番号・氏名 18 ポイント、
　　　　　日本語は MS 明朝、英語は Times New Roman

②本文
・体裁：A 4 版、片面印刷
・余白：上 35mm　下 30mm　左 30mm　右 30mm
・フォント：10.5 ポイント、日本語は MS 明朝、英語は Times New Roman
・文字数：1 ページ 40 字× 30 行、28,000 字以上
※注は 9 ポイントで脚注とし、参考文献は文末とする。
・ページ番号：本文からページ番号を付ける。（目次には付けない。）10.5 ポイントで、ページ
　　　　　　  最下部の中央に配置する。
・添付資料：添付資料を巻末とする際は改めてページ設定をする。

〔3〕修士論文要旨の書式設定
・記載内容：題目、氏名、要旨
・体裁：A 4 版
・余白：上下左右 30mm
・要旨本文のフォント：10.5 ポイント、日本語は MS 明朝、英語は Times New Roman
・要旨本文の文字数： 1 ページ 40 字× 30 行、3,000 字程度（3 ページ以内）

〔4〕修士論文審査後の提出書類
修士論文の審査終了後、以下の書類を提出すること。

〈提出物〉　　「修士論文」（2 部）：最終稿を印刷したもの
　　　　　　「修士論文閲覧・複写許諾書」（1 通）：印鑑を持参し教務課にて用紙に記入

〈提出期限〉　修士論文の審査終了後、所定の期日までに提出
〈提出先〉　　学園センター 2 階　教務課
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年  月  日 
 
 
現代マネジメント研究科長  ● ● ● ●  殿 
 
 
 
 

修修士士論論文文提提出出にに関関すするる届届  

 
●●●●年度の修士論文提出にあたり下記の事項を届けます。 

 
現代マネジメント研究科 現代マネジメント専攻 修士課程 

学籍番号 C●●CA999 氏名 ●● ●●  印 
 
 
 

主論文題目  

※太枠のみ記入 
 
 
 
以下は記入しないこと。 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
●学位審査委員 

 氏   名 

主 査  

副 査 
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大学変革期の○○○○ 

○○○○○○○○○○に関する研究 

― ○○○○○○○○の分析を通して ― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

椙山女学園大学大学院 現代マネジメント研究科 

現代マネジメント専攻 修士課程 

 

C●●CA999 

●● ●● 

書式設定 

余白：上 50mm 下 40mm 左 40mm 右 20mm 

フォント：日本語 MS明朝、英語 Times New Roman 

主題：18ポイント（中央揃え） 

副題：16ポイント（中央揃え） 

大学名等：14ポイント（中央揃え） 

学籍番号：18ポイント（中央揃え） 

氏名：18ポイント（中央揃え） 

表紙見本 
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大学変革期の○○○○○○○○○○○○○○に関する研究 
― ○○○○○○○○の分析を通して ― 

［1 行空き（12 ポイント）］ 

現代マネジメント専攻 経営領域 ●● ●● 

主指導教員 □□ □□ 

副指導教員 △△ △△ 

［1 行空き（12 ポイント）］ 

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要旨見本 

要旨本文：10.5 ポイント 

主題：16ポイント（中央揃え） 

副題：14ポイント（中央揃え） 

氏名等：12ポイント（右揃え） 

書式設定 

余白：上 30mm 下 30mm 左 30mm 右 30mm 

フォント：日本語 MS明朝、英語 Times New Roman 

文字数文字数：1ページ 40字×30行 
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１　趣旨
　椙山女学園大学研究活動における不正行為への対応等に関する規準（以下「規準」という。）第５条第２項に基づき、
椙山女学園大学（以下「本学」という。）の研究者が本学における研究活動に伴い作成・取得した研究データの保
存期間、管理方法等について、必要な事項を定める。

２　定義
(1)　このガイドラインにおいて「研究データ」とは、研究活動に伴い発生又は使用する、以下に掲げるもののうち、

外部に発表した論文、報告等（以下「論文等」という。）の研究成果に関するものであって、研究者が当該研究
活動の正当性等を説明するために必要とするものをいう。
ア　文書（実験ノート等を含む。）、数値データ、画像等の資料（以下「資料」という。）
イ　実験試料、標本等の試料（以下「試料」という。）及び模型、装置

(2)　このガイドラインにおいて、「研究者」とは、規準第２条第２項に定める研究者をいう。

３　研究データの保存
(1)　実験・観察をはじめとする研究活動においては、その過程を実験ノート等の形で記録に残すものとする。実験

ノート等には、実験等の操作のログ、データ取得の条件等を、後日の利用・検証に役立つよう十分な情報を記載し、
かつ事後の改変を許さない形で作成しなければならない。

(2)　実験ノート等は、研究活動の一次情報記録として適切に保存しなければならない。
(3)　論文等の研究成果の発表のもととなった資料は、後日の利用・検証に堪えるよう適切な形で保存しなければな

らない。なお、保存に際しては、メタデータを整備し、検索・参照が可能となるよう留意することとする。
(4)　具体的な保存方法については、研究データの形質、形状等を踏まえ、学部・研究科等において定めることがで

きる。
(5)　個人データ等、その取扱いに法的規制があるもの、倫理上の配慮を必要とするもの、契約等により別に定めが

あるものについては、当該規定に従うものとする。また、特定の研究プロジェクトに関して成果物の取扱いにつ
いて資金提供機関との取り決め等がある場合には、それに従うものとする。

４　保存期間
(1)　資料の保存期間は、原則として、当該論文等の研究成果の発表後１０年間とする。電子化データについては、

メタデータの整理・管理と適切なバックアップの作成により再利用可能な形で保存する。なお、紙媒体の資料等
についても少なくとも１０年の保存が望ましいが、保管スペースの制約など止むを得ない事情がある場合には、
規準第７条に定める研究倫理委員会の承認を得て、合理的な範囲で廃棄することも可能とする。

(2)　試料、模型及び装置の保存期間は、原則として、当該論文等の研究成果の発表後５年間とする。ただし、保存・
保管が本質的に困難なもの（例：不安定物質、実験自体で消費されてしまう試料）や、保存に多大なコストがか
かるもの（例：生物系試料）についてはこの限りではない。

５　研究者の責任及び退職等の取扱い
(1)　研究者は、本学における研究活動により自らが作成又は取得した研究データを適切に保存しなければならない。

当該研究データの取扱いは、当該研究者が本学を退職した場合においても、このガイドラインによるものとする。
(2)　研究者の退職に際して、当該研究者の所属する学部・研究科等は、当該研究者が保存すべき研究データの所在

を確認するとともに、退職後の連絡先を把握して追跡可能としておくこととする。また、必要に応じ、当該研究デー
タのバックアップを保管するなどの措置を講ずるものとする。

６　開示
　研究者は、規準第２４条に定める調査委員会及び外部機関等が実施する調査に際し、研究データの開示を求めら
れた場合は、研究活動の正当性について説明するとともに、原則として開示に応じなければならない。

附　則
１　このガイドラインは、平成３０年１１月２０日から施行し、施行日以降に発表する研究成果に関する研究データ

について適用する。
２　研究者は、施行日現在保有している研究データの保存に関し、第４項に定める保存期間を尊重して取り扱うもの

とする。

椙山女学園大学研究データの保存等に関するガイドライン
平成３０年大規準第１０号

平成３０年１１月２０日制定
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● 教育職員免許状の取得について
（1）本研究科で取得できる免許状の種類

　本研究科では以下の教育職員免許状を取得することができます。

　ただし、すでに当該免許教科に対応する中学校教諭一種免許状・高等学校教諭一種免許状を取得

している者で、大学院における所定科目の単位を修得した者に限ります。

攻専科究研

現代マネジメント研究科 現代マネジメント専攻
中学校教諭専修免許状（社会）
高等学校教諭専修免許状（公民）
高等学校教諭専修免許状（商業）

免 許 種 ・ 教 科

（2）教育職員免許状取得までの事務手続スケジュール

３年履修
期日・期限

４月入学者 ９月入学者

教職課程登録ガイダンス １年 １年 ４月上旬 個別に説明

教職課程履修届の提出 １年 １年 前期履修登録締切 後期履修登録締切

公立学校教員採用試験（１次） ２年 ３年 ７月 ７月

公立学校教員採用試験（２次） ２年 ３年 ８月 ８月

教育職員免許状申請ガイダンス ２年 ３年 11月下旬 個別に説明

教育職員免許状の交付 ２年 ３年 修了式 個別に説明

２年履修ガイダンス・手続等

（3）教育職員免許状取得のための基礎資格と必要単位数

所要資格
免許状の種類

基礎資格
研究科における最低修得単位数
大学が独自に設定する科目

42とこるす有を位学の士修状許免修専諭教校学中

42とこるす有を位学の士修状許免修専諭教校学等高

※　専攻する領域と免許教科の組合せによっては、最低修得単位数を修得できない場合があります。

事前にご相談をお願いします。

（4）教職課程で必要となる費用

　教職課程の履修にあたっては、主に次の費用が必要となります。

期時入納額金類種

月４次年１円 000,411※　費修履程課職教

教育職員免許状発行手数料（１免許につき）※2  3,400 円 修了予定年度の11月

※1　椙山女学園大学で在学中に教職課程を履修し、教職課程履修費を納入した者は不要。

※2　愛知県教育委員会に納入する手数料となる。
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（5）教職課程カリキュラム表

中学校教諭専修免許状（社会）

免許法施行規則に
定める科目区分及
び最低修得単位数

本学の開設授業科目 単位数 備考

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

（
24
単
位
以
上
）

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

イノベーションマネジメント特論（経済） 2

24 単位以上
選択履修

アントレプレナーシップ特論 2
生活経営特論Ⅰ 2
生活経営特論Ⅱ 2
租税法特論Ⅰ 2
租税法特論Ⅱ 2
労働経済特論Ⅰ 2
労働経済特論Ⅱ 2
国際経済特論Ⅰ 2
国際経済特論Ⅱ 2
都市経済特論Ⅰ 2
都市経済特論Ⅱ 2
公共政策特論Ⅰ 2
公共政策特論Ⅱ 2
経済法特論Ⅰ 2
経済法特論Ⅱ 2

（2021 年度以降入学生適用）
高等学校教諭専修免許状（公民）

免許法施行規則に
定める科目区分及
び最低修得単位数

本学の開設授業科目 単位数 備考

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

（
24
単
位
以
上
）

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

イノベーションマネジメント特論（経済） 2

24 単位以上
選択履修

アントレプレナーシップ特論 2
生活経営特論Ⅰ 2
生活経営特論Ⅱ 2
租税法特論Ⅰ 2
租税法特論Ⅱ 2
労働経済特論Ⅰ 2
労働経済特論Ⅱ 2
国際経済特論Ⅰ 2
国際経済特論Ⅱ 2
都市経済特論Ⅰ 2
都市経済特論Ⅱ 2
公共政策特論Ⅰ 2
公共政策特論Ⅱ 2
経済法特論Ⅰ 2
経済法特論Ⅱ 2

（2021 年度以降入学生適用）
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高等学校教諭専修免許状（商業）

免許法施行規則に
定める科目区分及
び最低修得単位数

本学の開設授業科目 単位数 備考

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

（
24
単
位
以
上
）

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

イノベーションマネジメント特論（経営） 2

24 単位以上
選択履修

イノベーションマネジメント特論（会計） 2
経営管理特論Ⅰ 2
経営管理特論Ⅱ 2
経営戦略特論Ⅰ 2
経営戦略特論Ⅱ 2
マーケティング特論Ⅰ 2
マーケティング特論Ⅱ 2
管理会計特論Ⅰ 2
管理会計特論Ⅱ 2
監査特論Ⅰ 2
監査特論Ⅱ 2
税務会計特論Ⅰ 2
税務会計特論Ⅱ 2
金融特論Ⅰ 2
金融特論Ⅱ 2

（2019 年度以降入学生適用）
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担 当 者 東  珠実 教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部棟　408 号室
e-mail：azuma@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 消費者科学

担 当 科 目 現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、現代マネジメン
ト特別研究、生活経営特論Ⅰ、生活経営特論Ⅱ

研究テーマ ①持続可能な生産・流通販売・消費のシステムと消費者行動②消費者市民社会
の実現と消費者教育③アメリカ家政学及び家政学教育

指 導 可 能
な 領 域

①生活経営における諸領域（ライフスタイルや生活設計、生活時間などに関す
る調査研究）②消費者行動に関する諸領域（購買行動や家計消費行動などの調
査分析）③消費者教育

担 当 者 植林  茂 教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部棟　502 号室
e-mail：s-uebayashi@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 金融

担 当 科 目 現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、現代マネジメン
ト特別研究、金融特論Ⅰ、金融特論Ⅱ

研究テーマ

プルーデンス政策や金融市場、金融機関経営を分析対象としており、少子化・
高齢化が進行する中、量的質的金融緩和が続く一方、Fintech など金融技術が
急速に進展する状況下において、当局の政策や金融機関経営がどうあるべきか、
どのように変化するのかを中心に研究している。
具体的には、１東海地域における低金利、２地域金融市場における銀行店舗寡
占度と貸出行動、３Bail-in Capital、４超金融緩和化でのプルーデンス政策、５
Fintech とリスク管理の関係など。

指 導 可 能
な 領 域

①金融政策 ( プルーデンス政策を含む )
②金融分野に関する調査・分析 ( 金融機関の分析を含む）
③金融教育
④金融史

担 当 者 大串 葉子 教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部棟　401 号室
e-mail：ogushi@sugiyama-u.ac.jp 

専 門 分 野 管理会計学、経営情報論

担 当 科 目 現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、現代マネジメント特別研究、
イノベーションマネジメント特論（会計）、管理会計特論Ⅰ、管理会計特論Ⅱ

研究テーマ

・事業構造変革における投資経済計算：海外事業の事前・事中・事後の投資計画
の事業評価に関する研究

・クラウドによる会計情報管理と業績管理手法や財務環境改善の関連性について
の研究

・IOT の進展がキャッシュ・コンバージョン・サイクルに与える影響についての
研究

・公共事業の発注のあり方と地域建設業の経営環境についての研究
グローバル化、IT の進展によるネットワーク社会の急速な進展によって、経
営環境が激変しているなかで、日本は高齢社会を迎えている。今より効率的な
社会を構築する必要があると同時に、地域に必要な産業を守り・育てるための
新たな知見を発掘すべく、上記のテーマに沿って研究を行っている。

Ⅴ　研 究 分 野
< 専任教員 >
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指 導 可 能
な 領 域 ① IT マネジメント：投資評価、②管理会計の諸領域、③事業評価手法

担 当 者 黒田 達朗 教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部棟　513 号室
e-mail：tkuroda@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 都市・地域経済学、応用経済学

担 当 科 目 現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、現代マネジメン
ト特別研究、労働経済論Ⅰ、労働経済論Ⅱ

研究テーマ

ここ数年の研究活動としては以下のようなものがあります。
・観光による地域振興に関する理論的・実証的研究
・災害や事故をサプライチェーンの空間的配置に関する研究
・都市における産業の発生条件に関する研究
技術変化に伴う国の比較優位の変化が及ぼす地域経済への影響、所得格差が都
市の生活環境等に及ぼす影響などについても、現実の社会における問題を軸に、
常に興味を持ってフォローしています。

指 導 可 能
な 領 域

①都市・地域の経済分析、②公共財の供給に関する経済分析、③観光経済に関
する分析

担 当 者 佐々木 圭吾 教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部棟　507 号室
e-mail：sasakik5@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 経営組織論、知識経営論（ナレッジ・マネジメント）、イノベーション論

担 当 科 目 イノベーションマネジメント特論（経営）、アントレプレナーシップ特論

研究テーマ 「知識」をキー概念とする、企業における組織・戦略現象の分析

指 導 可 能
な 領 域

①経営組織論関連分野、②「知識」を軸とする企業の組織や戦略、③イノベー
ションに関わる組織的・人的側面からの研究領域

担 当 者 柴  由花 教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部棟　503 号室
e-mail：y-shiba@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 租税法

担 当 科 目 現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、現代マネジメント
特別研究、税務会計特論Ⅰ、税務会計特論Ⅱ、租税法特論Ⅰ、租税法特論Ⅱ

研究テーマ 資産課税、所得課税、環境関連税の租税法研究・租税政策研究。最近では、
持続可能な開発目標（SDG ｓ）やジェンダーの視点から租税法を研究している。



－ 30 －

指 導 可 能
な 領 域

相続税法、所得税法、消費税法、法人税法、国税通則法、事業承継税制等、
租税法関連領域。

担 当 者 椙山 泰生 教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部　510 号室
e-mail：ysugiyama@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 国際経営論、経営戦略論、事業創造論

担 当 科 目 現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、国際経営特論Ⅰ、
国際経営特論Ⅱ

研究テーマ
・日本企業のトランスナショナル化と戦略・組織
・R&D マネジメントとオープン・イノベーション・新規事業創造
・ビジネス・エコシステムの経営

指 導 可 能
な 領 域

国際経営論、経営戦略論、経営組織論、技術・イノベーション経営、事業創造
論など

担 当 者 都築 治彦 教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部　508 号室
e-mail：tsuzukih@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 メカニズムデザイン、社会選択論、公共選択論、プリンシパルエージェント問題、
ゲーム理論、公共経済学

担 当 科 目 現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、現代マネジメン
ト特別研究、公共政策特論Ⅰ、公共政策特論Ⅱ

研究テーマ メカニズムデザイン、社会選択論、公共選択論、プリンシパルエージェント問題、
ゲーム理論、公共経済学

指 導 可 能
な 領 域

メカニズムデザイン、社会選択、公共選択論、プリンシパルエージェント問題、
ゲーム理論、公共経済学

担 当 者 ⻆田 隆太郎 教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部棟　512 号室
e-mail：tsunoda@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 マーケティング戦略論、イノベーション論

担 当 科 目
現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、現代マネジメン
ト特別研究、イノベーションマネジメント特論（経営）、国際経営特論Ⅰ、国際
経営特論Ⅱ、マーケティング特論Ⅰ、マーケティング特論Ⅱ
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研究テーマ

地方企業の全国展開のマーケティング戦略：明太子は福岡のローカルな食べ物
でしたが、やまやのマーケティングによって全国的になりました。このような
地方企業のマーケティングの研究。
地域イノベーション・システム：地域において企業家が輩出し、イノベーショ
ンが生まれる生態系（エコシステム）の研究。

指 導 可 能
な 領 域

①マーケティング戦略
②情報化と事業システム戦略
③企業論（企業の社会的責任、経営理念、企業の統治、地域と企業、産業と企業）

担 当 者 石井 圭介 准教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部棟　511 号室
e-mail：keisuke@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 経営学：経営戦略論、事業構造論、組織論、マネジメント論

担 当 科 目 経営戦略特論Ⅰ、経営戦略特論Ⅱ、アントレプレナーシップ特論

研究テーマ 組織（主に企業）の戦略的価値の創造、効率的な蓄積、戦略的な活用

指 導 可 能
な 領 域

①経営戦略論・組織論を用いて組織内外の環境変化への適応②事業構造論（組
織単体・産業全体）③組織間関係論（主に連携）

担 当 者 砂口 文兵 准教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部棟　505 号室
e-mail：sunaguchi@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、経営管理論、組
織行動論

担 当 科 目 経営管理特論Ⅰ、経営管理特論Ⅱ

研究テーマ モチベーションやリーダーシップなど、経営組織内の個人と集団に関する研究

指 導 可 能
な 領 域

モチベーション、リーダーシップなど、ミクロ組織論（組織行動論）に関する
内容全般

担 当 者 野崎 祐子 准教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部　406 号室
e-mail：ynozaki@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 労働経済学、応用ミクロ経済学

担 当 科 目 現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、現代マネジメン
ト特別研究、労働経済特論Ⅰ、労働経済特論Ⅱ

研究テーマ 経済格差、人的資本、家計内資源配分、社会保障

指 導 可 能
な 領 域 労働経済学、教育経済学、ミクロ経済学、統計学
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Ⅵ　椙山女学園大学大学院学則担 当 者 苗  馨允 准教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部棟　407 号室
e-mail：byou@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 財務会計、国際会計

担 当 科 目 現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、会計学特論Ⅰ、
会計学特論Ⅱ

研究テーマ ①国際財務報告基準（IFRS）が財務諸表に与える影響
②中国における会計制度の国際化

指 導 可 能
な 領 域

① IFRS の実施が財務諸表に与える影響に関する分析
②会計基準（IFRS、日本会計基準、中国会計基準）の設定及び会計環境の影響に
関する分析

担 当 者 水野 英雄 准教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部棟　403 号室
e-mail：hmizuno@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 国際経済学、経済政策

担 当 科 目 現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、現代マネジメント特別
研究、イノベーションマネジメント特論（経済）、国際経済特論Ⅰ、国際経済特論Ⅱ

研究テーマ
①インバウンドの増加による観光産業への影響と地域振興
②少子化による国内市場の縮小に伴う農産物輸出政策
③経済状況や消費者の嗜好等に関するビジネスのための経済分析

指 導 可 能
な 領 域

①グローバル化の進展に伴い生じた国際経済における諸問題
②ビジネスのために必要となる経済分析

担 当 者 山本 将成 准教授

連 絡 先 研究室：現代マネジメント学部　410 号室
e-mail：masa-yamamoto@sugiyama-u.ac.jp

専 門 分 野 企業法　－会社法、商法、経済法－

担 当 科 目 現代マネジメント特別演習Ⅰ、現代マネジメント特別演習Ⅱ、経済法特論Ⅰ、
経済法特論Ⅱ

研究テーマ コーポレート・ガバナンス、内部統制システム、会社法と経済法の交錯などに
ついて研究している。

指 導 可 能
な 領 域

①わが国における競争政策と独占禁止法の役割、②公正取引委員会の歴史と機
能、③コーポレート・ガバナンスと経済、④企業活動に関わる法規整など。
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Ⅵ　椙山女学園大学大学院学則
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別表第２（第１３条関係）

別表第３（第１６条、第２９条関係）

　入学検定料 （単位　円）

別表第４（第２５条、第２９条関係）

　入学金及び登録料  （単位　円）

備考

１　同一年度に複数の研究科で科目等履修生又は聴講生となる場合の登録料は、重複して徴収しない。

 ２　椙山女学園大学大学院修士課程に入学する者のうち、椙山女学園大学又は椙山女学園大学短期大学部

　を卒業した者の入学金は、半額とする。

３　椙山女学園大学大学院修士課程を修了した者が椙山女学園大学大学院博士後期課程に入学する場合

　の入学金は、徴収しない。

別表第５（第２５条関係）

　授業料、教育充実費及び実験実習費 （単位　円）

別表第５－２（第２５条関係）

　授業料、教育充実費及び実験実習費（長期履修学生） （単位　円）

別表第６（第２９条関係）

　研究料、履修料及び聴講料 （単位　円）

申　請　者 学位論文審査手数料

本学大学院博士後期課程在籍者 な　　し

本学大学院博士後期課程単位取得退学後３年以内の者 な　　し

研究生 科目等履修生

本学大学院博士後期課程単位取得退学後３年を超える者 １５０，０００円

上記以外の者 １５０，０００円

入　学　検　定　料 研究生に係る検定料 科目等履修生に係る検定料

１０，０００

研　究　科 授業料（年額） 教育充実費（年額） 実験実習費（年額）

２０，０００ ３０，０００

生 活 科 学 研 究 科 ５００，０００ ２３０，０００ ６０，０００

人間 関係 学研 究科 ５００，０００ ２５０，０００

現代マネジメント研究科 ５００，０００ ２５０，０００

教 育 学 研 究 科 ５００，０００ ２５０，０００

研　究　科 年次 授業料（年額） 教育充実費（年額） 実験実習費（年額）

生 活 科 学 研 究 科

第１年次 ３４０，０００ １５４，０００ ４０，０００

第２年次 ３４０，０００ １５４，０００ ４０，０００

第３年次 ３２０，０００ １５２，０００ ４０，０００

人間 関係 学研 究科

第１年次 ３４０，０００ １６８，０００ ―

第２年次 ３４０，０００ １６６，０００ ―

第３年次

３２０，０００

現代マネジメント研究科

第１年次 ３４０，０００ １６８，０００ ―

第２年次 ３４０，０００

１６６，０００ ―

第３年次

１６８，０００ ―

第２年次

３２０，０００ １６６，０００ ―

１６６，０００ ―

第３年次

３４０，０００

３４０，０００ １６６，０００ ―

３２０，０００ １６６，０００ ―

聴講生に係る検定料

１０，０００

２００，０００

新入学生・転入学生 再入学生

１００，０００

入　学　金

３５，０００

聴講生

１０，０００

登　録　料

聴講料（１科目につき）

１０，０００

１０，０００

研究料（年額） 履修料（１単位につき）

６０，０００ １５，０００

教 育 学 研 究 科

第１年次
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椙山女学園大学大学院の目的に関する規程

公認心理師及び

及び幼児教育

附

附　則（令和４年規程第８号）

    則（平成３ １ 10年規程第 号）
平成３１年４月１日から施行す

この規程は、令和４年４月１日から施行する。

る。

及び人間共生に関する
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　（趣旨） 

第１条　この規準は、椙山女学園大学大学院学則（昭和５２年学則第１号。以下「学則」という。）第１３条

第４項の規定に基づき、学位授与に関する必要な事項を定める。

　（専攻分野の名称） 

第２条　椙山女学園大学大学院において授与する学位は、修士及び博士とする。

２　修士及び博士の学位を授与するにあたっては、次の区分に従い、専攻分野の名称を付記する。

        生活科学研究科　　　　　修士（生活科学）

                               博士（人間生活科学）

        人間関係学研究科　　　　修士（人間関係学）

        現代マネジメント研究科  修士（マネジメント） 

        教育学研究科　　　　　　修士（教育学）

　（学位論文等） 

第３条　本学大学院の課程の修了による学位の授与を受けようとする者は、所定の学位論文審査願に学位論

文を添えて、当該研究科を経て、学長に提出するものとする。

２　学則第１０条第２項の規定により、特定の課題についての研究の成果（以下「特定課題研究成果」とい

う。）の審査を受けようとする者は、所定の特定課題研究成果審査願に特定課題研究成果及び趣旨書を添え

て提出するものとする。

３　博士の学位の授与を受けようとする者は、第１項の書類に論文目録及び学則に定める学位論文審査手数

料を添えなければならない。

第４条　学則第１３条第２項の規定により、博士の学位の授与を申請する者は、所定の学位申請書に学位論

文、論文目録、履歴書及び学則に定める学位論文審査手数料を添えて、学長に提出するものとする。

第５条　前条により申請しようとする者は、所定の様式により学位論文の論文要旨を当該研究科長あて提出

し、その主題及び内容について予め研究科長の了承を受けるものとする。

２　第３条の学位論文審査願若しくは特定課題研究成果審査願又は前条の学位申請書を受理したときは、学

長は、これを当該研究科委員会に付託するものとする。

第６条　提出する学位論文又は特定課題研究成果は、１編とする。ただし、参考として他の論文を添付する

ことができる。

２　研究科において必要があると認めるときは、学位論文又は特定課題研究成果の副本、訳本、模型又は標

本等の資料を提出させることができる。

　（審査委員会） 

第７条　研究科委員会は、修士の学位論文又は特定課題研究成果の提出があったときは、審査委員会を設け

てこれを審査させる。

２　審査委員会は、当該専攻の教授及び関連する科目の担当教授２名をもって構成する。この場合において、

必要あるときは、准教授又は講師を審査委員として加えることができる。

３　審査委員会の運営に関する事項は、研究科委員会においてこれを定める。

　（調査委員会） 

第８条　研究科委員会は、博士の学位論文の提出があったときは、博士後期課程を担当する教員の中から調

査委員３名を選出して、論文についての調査及び試験を行わせる。

２　前項の規定にかかわらず、研究科委員会が必要と認めたときは、１名に限り、研究科委員会を構成する

教員以外の本学教員をもって調査委員に充てることができる。

３　研究科委員会が必要と認めたときは、第１項の委員を増員し、又は論文の調査若しくは試験の一部を他

の大学の大学院又は研究所等の教員等に委嘱することができる。

　（審査及び調査の方法）

第９条　審査委員会及び調査委員会は、論文審査若しくは特定課題研究成果審査又は論文調査を行い、かつ、

論文又は特定課題研究成果を中心として最終試験を行うものとする。

２　第４条の規定により学位の授与を申請した者に、必要な学識確認のための試験を行う。

椙山女学園大学大学院学位規準
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　（趣旨） 

第１条　この規準は、椙山女学園大学大学院学則（昭和５２年学則第１号。以下「学則」という。）第１３条

第４項の規定に基づき、学位授与に関する必要な事項を定める。

　（専攻分野の名称） 

第２条　椙山女学園大学大学院において授与する学位は、修士及び博士とする。

２　修士及び博士の学位を授与するにあたっては、次の区分に従い、専攻分野の名称を付記する。

        生活科学研究科　　　　　修士（生活科学）

                               博士（人間生活科学）

        人間関係学研究科　　　　修士（人間関係学）

        現代マネジメント研究科  修士（マネジメント） 

        教育学研究科　　　　　　修士（教育学）

　（学位論文等） 

第３条　本学大学院の課程の修了による学位の授与を受けようとする者は、所定の学位論文審査願に学位論

文を添えて、当該研究科を経て、学長に提出するものとする。

２　学則第１０条第２項の規定により、特定の課題についての研究の成果（以下「特定課題研究成果」とい

う。）の審査を受けようとする者は、所定の特定課題研究成果審査願に特定課題研究成果及び趣旨書を添え

て提出するものとする。

３　博士の学位の授与を受けようとする者は、第１項の書類に論文目録及び学則に定める学位論文審査手数

料を添えなければならない。

第４条　学則第１３条第２項の規定により、博士の学位の授与を申請する者は、所定の学位申請書に学位論

文、論文目録、履歴書及び学則に定める学位論文審査手数料を添えて、学長に提出するものとする。

第５条　前条により申請しようとする者は、所定の様式により学位論文の論文要旨を当該研究科長あて提出

し、その主題及び内容について予め研究科長の了承を受けるものとする。

２　第３条の学位論文審査願若しくは特定課題研究成果審査願又は前条の学位申請書を受理したときは、学

長は、これを当該研究科委員会に付託するものとする。

第６条　提出する学位論文又は特定課題研究成果は、１編とする。ただし、参考として他の論文を添付する

ことができる。

２　研究科において必要があると認めるときは、学位論文又は特定課題研究成果の副本、訳本、模型又は標

本等の資料を提出させることができる。

　（審査委員会） 

第７条　研究科委員会は、修士の学位論文又は特定課題研究成果の提出があったときは、審査委員会を設け

てこれを審査させる。

２　審査委員会は、当該専攻の教授及び関連する科目の担当教授２名をもって構成する。この場合において、

必要あるときは、准教授又は講師を審査委員として加えることができる。

３　審査委員会の運営に関する事項は、研究科委員会においてこれを定める。

　（調査委員会） 

第８条　研究科委員会は、博士の学位論文の提出があったときは、博士後期課程を担当する教員の中から調

査委員３名を選出して、論文についての調査及び試験を行わせる。

２　前項の規定にかかわらず、研究科委員会が必要と認めたときは、１名に限り、研究科委員会を構成する

教員以外の本学教員をもって調査委員に充てることができる。

３　研究科委員会が必要と認めたときは、第１項の委員を増員し、又は論文の調査若しくは試験の一部を他

の大学の大学院又は研究所等の教員等に委嘱することができる。

　（審査及び調査の方法）

第９条　審査委員会及び調査委員会は、論文審査若しくは特定課題研究成果審査又は論文調査を行い、かつ、

論文又は特定課題研究成果を中心として最終試験を行うものとする。

２　第４条の規定により学位の授与を申請した者に、必要な学識確認のための試験を行う。

椙山女学園大学大学院学位規準
平成１４年大規準第１３号

平成１４年３月１９日制定
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様式第１号（修士）（第１５条関係）

様式第２号（課程博士）（第１５条関係）
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様式第３号（論文博士）（第１５条関係）
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様式第３号（論文博士）（第１５条関係） 様式第４−１号（修士）（第１５条関係）
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様式第４−２号（修士）（第１５条関係）
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様式第４−２号（修士）（第１５条関係） 様式第５号（課程博士）（第１５条関係）
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様式第６号（論文博士）（第１５条関係）
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様式第６号（論文博士）（第１５条関係） 椙山女学園大学大学院科目等履修生規準
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令和２年大規準第１号 

令和２年１月２４日制定 

（趣旨）  

第１条 この規準は、椙山女学園大学大学院学則（昭和５２年学則第１号。以下「学則」という。）第２９条

第２項の規定に基づき、聴講生に関して必要な事項を定める。 

（聴講資格）  

第２条 聴講生の聴講資格は、学則第１５条に規定する大学院入学資格を有する者とする。 

（出願手続）  

第３条 聴講生として聴講を志願する者は、２月又は８月の指定期日までに、次の書類に学則第２９条第２

項に定める検定料を添えて、学長に願い出なければならない。 

 (1) 聴講願（本学所定様式）                        １通 

(2) 履歴書（写真貼付、捺印）                       １通 

(3) 最終学校の卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込証明書及び成績証明書 １通 

(4) 健康診断書                              １通 

(5) 写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ、出願前３ヵ月以内撮影のもの）        １枚 

(6) 在職中の者は、その所属長の承諾書                   １通 

(7) その他本学が必要とする書類 

（検定及び許可）  

第４条 検定は、当該研究科において、書類選考及び必要に応じて面接選考により行うものとし、その結果

に基づき、研究科委員会の審議を経て学長が聴講を許可する。 

２ 前項の規定により聴講を許可された者には、聴講許可証を発行する。 

（登録料及び聴講料）  

第５条 聴講を許可された者は、指定の期日までに、学則第２９条第２項に定める登録料及び聴講料を納付

しなければならない。 

２ 前項により納付された登録料及び聴講料は、一切返還しない。 

（聴講期間）  

第６条 聴講生の聴講期間は、聴講を許可された日から１年以内とする。 

２ 許可された期間の終了後、継続して聴講を志願する場合は、改めて聴講を願い出るものとする。 

（聴講の範囲）  

第７条 聴講生が聴講することができる授業科目の範囲は、原則として、聴講を許可された研究科の講義科

目に限るものとし、１科目又は数科目とする。 

（単位の認定）  

第８条 聴講した科目の単位修得の認定は、行わない。 

（聴講許可の取消）  

第９条 聴講生として不適当な行為があったときは、聴講許可を取り消すことがある。 

（他の規程の準用）  

第１０条 この規準に定めるもののほか、学則その他学生に関する諸規程は、聴講生に準用する。 

（図書館の利用）  

第１１条 聴講生は、聴講許可証の提示により、図書館を利用することができる。 

（補則）  

第１２条 この規準に定めるもののほか、聴講生に関し必要な事項は、学長が定める。 

（規準の改廃）  

第１３条 この規準の改廃は、研究科委員会の議を経て大学院委員会に諮り、学長が行う。 

附 則 

 この規準は、令和２年４月１日から施行する。  

椙山女学園大学大学院聴構生規準
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修了まで使用します

現代マネジメント研究科

椙山女学園大学大学院

履修の手引
2022

〒464-8662　名古屋市千種区星が丘元町17番3号

TEL（052）781-1186（代）　FAX（052）781-7030

◯生活科学研究科

●現代マネジメント研究科

◯教育学研究科

◯人間関係学研究科（サテライトキャンパス）

星が丘キャンパス

〒470-0136　愛知県日進市竹の山3丁目2005番地

TEL（0561）74-1186（代）　FAX（0561）73-4443

◯人間関係学研究科
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